
公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

令和８年度　関西空港事
務所庁舎冷熱・温熱　熱
需給

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
関西国際空港熱供給（株）
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1

1120101040551

上記事業者は関西国際空港島内にお
ける空港機能諸施設への冷熱及び温
熱の供給を一括管理するために設立さ
れ、関西国際空港供用規程第１８条に
基づく構内営業承認を受けて供給を行
うことが可能な唯一の事業者である。
よって会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号に基づき、左
記相手方と随意契約を締結した。

42,498,746円 42,498,746円 100.0%

令和８年度官報公告等掲
載

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
（独）国立印刷局
東京都港区虎ノ門2-2-3

6010405003434

本件は、官報での公告等を行うもので
ある。官報への掲載手続きは左記相手
方のみが行っていることから、会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3号の規定を適用し、
左記相手方と随意契約を締結したもの
である。

12,938,107円 12,938,107円 100.0%

高知空港飛行場灯火・電
力監視制御装置保守請
負

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
東芝インフラテクノサービス（株）四
国支店
香川県高松市朝日町2-2-22

3012401001151

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

12,467,525円 2,100,000円 16.8%

令和８年度　車両借上契
約（宮古・下地島地区）

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
（合）開発タクシー
沖縄県宮古島市伊良部字国仲86-
14

3360003005206

企画競争を行ったところ、左記相手方
の企画提案書が特定されたことから、
会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令第102条の4第3号の規定を適
用し、左記相手方と随意契約を締結し
たものである。

2,251,700円 2,251,700円 100.0%

令和8年度監視制御情報
共有装置保守請負（大阪
航空局管内）

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
沖電気工業（株）
東京都港区芝浦4-10-16

9010405002292

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

221,235,085円 153,659,000円 69.5%

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名

並びにその所属する部
局の名称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の役員

の数

随意契約によることとした会計法令の根拠条文
及び理由

（企画競争又は公募）

公益法人の場合

契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号



令和8年度信頼性管理情
報共有装置保守請負（大
阪航空局管内）

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

14,842,285円 90,200,000円 607.7%

令和8年度 特定飛行場航
空機騒音測定局保守等
作業

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
日本音響エンジニアリング（株）
東京都墨田区緑1-21-10

5010601015011

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

7,257,304円 7,253,100円 99.9%

那覇空港外８空港飛行場
灯火・電力監視制御装置
等保守請負

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
日立産業制御ソリューションズ（株）
東京都台東区秋葉原6-1

6050001023774

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

92,309,410円 87,481,644円 94.8%

北九州空港外７空港飛行
場灯火・電力監視制御装
置等保守請負

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
東芝インフラテクノサービス（株）九
州支店
福岡県福岡市中央区長浜2-4-1

3012401001151

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

204,915,746円 204,600,000円 99.8%

令和8年度　富山空港無
線施設用125kVA発電設
備外2台精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
ヤンマーエネルギーシステム（株）金
沢支店
石川県金沢市神野町東70番地

7120001103691

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

49,513,670円 49,500,000円 100.0%

令和8年度　八尾空港無
線施設用125kVA発電設
備外10台精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
ヤンマーエネルギーシステム（株）大
阪支店
兵庫県尼崎市潮江1-3-30

7120001103691

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

39,600,745円 39,600,000円 99.9%



令和8年度　美保空港無
線施設用200kVA発電設
備外10台精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
ヤンマーエネルギーシステム（株）広
島支店
広島県広島市南区稲荷町４－１

7120001103691

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

72,228,663円 71,500,000円 99.0%

令和8年度　高知空港無
線施設用500kVA発電設
備外7台精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日

ヤンマーエネルギーシステム（株）高
松支店
香川県高松市国分寺町新居５０８－
２

7120001103691

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

60,980,828円 60,500,000円 99.2%

令和8年度　熊本空港無
線施設用375kVA発電設
備外16台精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日

ヤンマーエネルギーシステム（株）福
岡支社
福岡県福岡市博多区博多駅前１－２
－５

7120001103691

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

63,891,012円 63,800,000円 99.9%

令和8年度　宮古空港無
線施設用150kVA発電設
備外20台精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
ヤンマー沖縄（株）
沖縄県宜野市大山7-11-12

2360001009028

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

64,708,200円 63,800,000円 98.6%

令和8年度　中部空港無
線施設用1750kVA発電設
備精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
（株）ＩＨＩ原動機
東京都千代田区神田2-14-5

9010001081674

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

10,291,052円 10,290,500円 99.9%

令和8年度　関西空港無
線施設用2500kVA発電設
備外1台精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
（株）ＩＨＩ原動機大阪支店
大阪府大阪市中央区淡路町３－３－
１０

9010001081674

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

21,940,716円 21,890,000円 99.8%



令和8年度　那覇空港無
線施設用2000kVA発電設
備精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
琉球内燃機株式会社
沖縄県那覇市西1-1-16

5360001002252

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

12,274,759円 12,100,000円 98.6%

令和8年度　福岡空港1系
150kVA無停電電源設備
外18組精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
富士電機（株）
大阪府大阪市北区大深町3-1

9020001071492

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

80,964,221円 80,300,000円 99.2%

令和8年度　中部空港1系
75kVA無停電電源設備外
15組精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
（株）ＧＳユアサフィールディングス
大阪府大阪市北区天満1-6-11

4010801012255

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

30,835,424円 30,800,000円 99.9%

令和8年度　宮崎空港
TAPS用100kVA無停電電
源設備外6組精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
（株）三社ソリューションサービス
大阪府大阪市東淀川区淡路２－１４
－３

5120001197455

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

18,402,081円 18,392,000円 99.9%

令和8年度　関西空港1系
200kVA無停電電源設備
外5組精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
三菱プラントエンジニアリング（株）西
日本本部
大阪府大阪市北区堂島2-2-2

5010501020251

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

6,876,216円 6,875,000円 99.9%

令和8年度　那覇空港第
1TSR/TX用75kVA無停電
電源設備外5組精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
三菱プラントエンジニアリング（株）九
州本部
福岡市博多区上牟田1-17-1

5010501020251

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

16,403,850円 16,390,000円 99.9%



令和8年度　那覇空港2系
200kVA無停電電源設備
外1組精密保守

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
東芝インフラテクノサービス（株）九
州支店
福岡県福岡市中央区長浜2-4-1

3012401001151

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

6,910,135円 6,875,000円 99.5%

関西国際空港ＴＤＵ装置
調整外３件作業

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月14日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

60,709,207円 59,400,000円 97.8% ー

中部（事）職員宿舎賃貸
借

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日 個人情報保護法に基づき記載しない -

職員用宿舎の用に供するため、会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3号の規定を適用し、
左記相手方と随意契約を締結したもの
である。

2,616,000円 2,616,000円 100.0%

石垣（出）職員宿舎賃貸
借

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
住宅情報センター（株）
沖縄県宮古島市平良字西里1107-7

4360001013738

職員用宿舎の用に供するため、会計法
第29条の3第4項、予算決算及び会計
令第102条の4第3号の規定を適用し、
左記相手方と随意契約を締結したもの
である。

2,916,000円 2,916,000円 100.0%

緩衝緑地帯等整備事務
委託契約（令和８年度現
年分）

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月7日
（独）空港周辺整備機構
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁
目１７番５号

1120905003729

公共用飛行場周辺における航空機騒
音による障害の防止等に関する法律の
規定等により契約の相手方が一に定
められているために、会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計令第102条
の4第3号の規定を適用し、左記相手方
と随意契約を締結したものである。

48,721,000円 48,721,000円 100.0%

移転補償事務等委託契
約（令和8年度現年分）

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月7日
（独）空港周辺整備機構
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁
目１７番５号

1120905003729

公共用飛行場周辺における航空機騒
音による障害の防止等に関する法律の
規定等により契約の相手方が一に定
められているために、会計法第29条の
3第4項、予算決算及び会計令第102条
の4第3号の規定を適用し、左記相手方
と随意契約を締結したものである。

889,611,000円 889,611,000円 100.0%



旧名古屋空港（小牧市）エ
ア・フロントオアシス施設
維持運用業務委託

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
小牧市
愛知県小牧市堀の内三丁目1番地

-

エアフロント・オアシス整備事業の実施
方針に基づく地方公共団体との取決め
により、契約の相手方が一に定められ
ているため、会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条の4第3
号の規定を適用し、左記相手方と随意
契約を締結したものである。

2,240,300円 2,240,300円 100.0%

令和８年度　高知空港エ
アフロントオアシス施設維
持運用業務委託

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
高知県
高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号

-

エアフロント・オアシス整備事業の実施
方針に基づく地方公共団体との取決め
により、契約の相手方が一に定められ
ているため、会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条の4第3
号の規定を適用し、左記相手方と随意
契約を締結したものである。

2,312,157円 2,312,157円 100.0%

令和８年度　松山空港エ
アフロントオアシス施設維
持運用業務委託

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
松山市
愛媛県松山市二番町4丁目7番地2

-

エアフロント・オアシス整備事業の実施
方針に基づく地方公共団体との取決め
により、契約の相手方が一に定められ
ているため、会計法第29条の3第4項、
予算決算及び会計令第102条の4第3
号の規定を適用し、左記相手方と随意
契約を締結したものである。

1,990,949円 1,990,949円 100.0%

令和８年度　宮崎空港保
安検査に係る委託

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月1日
宮崎空港ビル（株）
宮崎県宮崎市赤江 -

左記相手方を委託先として指定したた
め、会計法第29条の3第4項、予算決算
及び会計令第102条の4第3号の規定を
適用し、左記相手方と随意契約を締結
したものである。

764,725,647円 764,725,647円 100.0%

令和８年度中部空港事務
所給排水施設利用契約

柳澤　裕司
中部空港事務所
愛知県常滑市セン
トレア1-1

令和8年4月1日
中部国際空港（株）
愛知県常滑市セントレア1-1

7180001093548

中部国際空港内の給排水施設は中部
国際空港（株）が整備し管理を行ってお
り、当庁舎の給排水設備についても当
該施設に連接した構造となっている。
よって、当所に上下水道を供給できる
のは上記業者しかいないため、会計法
第２９条の三第四項及び予算決算及び
会計令第百二条の四第三号により上
記業者と随意契約を締結するものであ
る。

4,709,078円 4,709,078円 100.0%

令和８年度中部空港事務
所熱需給契約

柳澤　裕司
中部空港事務所
愛知県常滑市セン
トレア1-1

令和8年4月1日
中部国際空港エネルギー供給（株）
愛知県常滑市セントレア1-1

1180001093652

当庁舎の事務室等の一般空調及び給
湯設備は、熱源を受給し使用する設計
となっている。また、中部国際空港内の
エネルギー供給システムについては、
中部国際空港エネルギー供給（株）に
よりエネルギー供給プラント及びコー
ジェネプラントが建設され、蒸気、温水
及び冷水を各施設に供給することと
なっている。
よって、当所が熱供給を受給できるの
は上記業者のみであるため、会計法第
二十九条の三第四項及び予算決算及
び会計令第百二条の四第三号により
上記業者と随意契約を締結するもので
ある。

28,099,440円 28,099,440円 100.0%



令和８年度松山空港
10000立級化学消防車(愛
媛800は6421)外2台定期
点検整備

真面　昭一
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍
池西町３－３７１

令和8年4月1日
愛媛日野自動車（株）
愛媛県松山市高岡町342番地

8500001000841
再度の入札をしても落札者がなかった
ため、予算決算及び会計令第99条の2
により随意契約を締結したものである。

7,575,828円 7,533,075円 99.4% 

令和８年度隠岐ＲＡＧ局
舎外１局舎機械警備業務
請負

真面　昭一
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍
池西町３－３７１

令和8年4月1日
富士綜合警備保障（株）
鳥取県鳥取市商栄町４０５番地１

5270001000703
再度の入札をしても落札者がなかった
ため、予算決算及び会計令第99条の2
により随意契約を締結したものである。

2,494,800円 2,481,600円 99.5% 

令和８年度美保TACAN局
舎外２局舎機械警備業務
請負

真面　昭一
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍
池西町３－３７１

令和8年4月1日
富士綜合警備保障（株）
鳥取県鳥取市商栄町４０５番地１

5270001000703
再度の入札をしても落札者がなかった
ため、予算決算及び会計令第99条の2
により随意契約を締結したものである。

2,447,280円 2,442,000円 99.8% 

令和８年度大阪空港事務
所車両借上契約（近畿
等）

真面　昭一
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍
池西町３－３７１

令和8年4月1日
大阪第一交通（株）
大阪府堺市堺区神南辺町１丁４５番
地１

5120101005096

企画競争を行ったところ、左記相手方
の企画提案書が特定されたことから、
会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令第102条の4第3号の規定を適
用し、左記相手方と随意契約を締結し
たものである。

4,100,000円 4,100,000円 100.0% 

令和８年度　小松空港外
４カ所発電設備等保守業
務

真面　昭一
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍
池西町３－３７１

令和8年4月1日

（一財）北陸電気保安協会　富山地
区本部
富山県富山市新庄本町二丁目９番９
８号

1230005007974
再度の入札をしても落札者がなかった
ため、予算決算及び会計令第99条の2
により随意契約を締結したものである。

4,012,429円 3,770,800円 94.0% 

令和８年度　神戸空港航
空保安用電気設備保守
点検

真面　昭一
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍
池西町３－３７１

令和8年4月1日
三和電気土木工事（株）
大阪府大阪市北区南森町一丁目４
番１９号

6120001059646
再度の入札をしても落札者がなかった
ため、予算決算及び会計令第99条の2
により随意契約を締結したものである。

3,843,714円 3,740,000円 97.3% 



令和８年度 美保空港除
雪車２台定期点検整備

真面　昭一
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍
池西町３－３７１

令和8年4月1日
ＵＤトラックス（株）
岡山県岡山市北区平野630番地の1

8030001043599
再度の入札をしても落札者がなかった
ため、予算決算及び会計令第99条の2
により随意契約を締結したものである。

2,281,103円 2,281,024円 100.0% 

高知ＴＳＲ装置緊急障害
対応作業

真面　昭一
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍
池西町３－３７１

令和8年4月3日
日本電気（株）
東京都港区芝五丁目７番１号

7010401022916

緊急の必要により競争に付することが
できないため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

6,710,000円 6,710,000円 100.0% 

令和８年度　車両借上契
約（福岡空港事務所）

田中　たまき
福岡空港事務所
福岡県福岡市博
多区大字雀居２０
２５－３

令和8年4月1日
（株）サンタクシー　　　　　　福岡県福
岡市博多区東那珂２丁目２２番２号

3290001013424

本業務は、職員が公共交通機関の利
用が困難な場合、及び、自動車での移
動を必要とする福岡空港事務所外での
業務の際の移動手段を確保するため
に契約するものである。
本業務を適切に実施するには「令和８
年度 車両借上契約(福岡空港事務
所)」企画提案書による評価が１００点
満点中７０点を超える能力が必要であ
る。
上記業者は企画競争を実施した結果、
７０点を超える評価を受け、企画提案
書が特定されたことから会計法第２９
条の３第４項及び予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号により上記業者と
随意契約を締結するものである。

3,294,668円 3,294,668円 100.0% 

令和8年度那覇空港移動
物件監視装置保守請負

仲間　政勝
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安
次嶺531-3

令和8年4月1日
日本電気（株）
東京都港区芝5-7-1

7010401022916

本作業を適切かつ確実に履行できる者
は、当該装置の製造業者であり、本作
業を実施するために必要な知的財産権
及び技術情報を有している当該業者の
みであるため、会計法第29条の3第4
項、予算決算及び会計令第102条の4
第4号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

19,949,121円 19,584,840円 98.2% 

令和8年度那覇空港事務
所車両借上契約

仲間　政勝
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安
次嶺531-3

令和8年4月1日
沖東交通事業協同組合
沖縄県中頭郡西原町字小橋川90-1

9360005000736

企画競争を行ったところ、左記相手方
の企画提案書が特定されたことから、
会計法第29条の3第4項、予算決算及
び会計令第102条の4第3号の規定を適
用し、左記相手方と随意契約を締結し
たものである。

3,157,531円 3,157,531円 100.0% 

関西国際空港進入灯施
設における点検橋支承改
修（24R-2P・3P, 06L-2P）
に関する工事委託

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月28日
関西エアポート株式会社
大阪府大阪市西区西本町一丁目4-
1

9120001194911

大阪航空局の財産及び新関西国際空
港株式会社との共有財産である進入
灯施設は、関西エアポート株式会社が
一体的に管理、運営することとなってい
るため、会計法第29条の3第4項、予算
決算及び会計令第102条の4第3号の
規定を適用し、左記相手方と随意契約
を締結したものである。

57,939,200円 57,939,200円 100.0% 



関西国際空港２期進入灯
施設における航空保安施
設用高圧ケーブル更新に
関する工事委託

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月28日
関西エアポート株式会社
大阪府大阪市西区西本町一丁目4-
1

9120001194911

大阪航空局の財産及び新関西国際空
港株式会社との共有財産である進入
灯施設は、関西エアポート株式会社が
一体的に管理、運営することとなってい
るため、会計法第29条の3第4項、予算
決算及び会計令第102条の4第3号の
規定を適用し、左記相手方と随意契約
を締結したものである。

33,300,000円 33,300,000円 100.0% 

関西国際空港滑走路状
態表示灯整備に関する実
施設計委託

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月28日
関西エアポート株式会社
大阪府大阪市西区西本町一丁目4-
1

9120001194911

本安全対策については、可及的速やか
に実施する必要があることから、国
が主体となって整備を行うこととなった
が、空港関係者との調整及び関西
エアポート株式会社において実施する
他整備等との調整が非常に困難であ
り、かつ、時間を要することから、関西
エアポート株式会社と協定を締結し、当
該協定書に基づき会計法第29条の3第
4項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

30,000,000円 30,000,000円 100.0% 

大阪国際空港滑走路状
態表示灯整備に関する実
施設計委託

塩田　昌弘
大阪航空局
大阪府大阪市中
央区大手前3-1-
42

令和8年4月28日
関西エアポート株式会社
大阪府大阪市西区西本町一丁目4-
1

9120001194911

本安全対策については、可及的速やか
に実施する必要があることから、国
が主体となって整備を行うこととなった
が、空港関係者との調整及び関西
エアポート株式会社において実施する
他整備等との調整が非常に困難であ
り、かつ、時間を要することから、関西
エアポート株式会社と協定を締結し、当
該協定書に基づき会計法第29条の3第
4項、予算決算及び会計令第102条の4
第3号の規定を適用し、左記相手方と
随意契約を締結したものである。

30,000,000円 30,000,000円 100.0% 

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（注）　公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
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